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二
月
青
森
県
条
例
第
三
十
四
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十
二
条

第
一
項
各
号
に
該
当
す
る
図
書
類
を
次
の
と
お
り
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す
る
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成
二
十
三
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五
月
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日

青
森
県
知
事

三

村
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青
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第
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二
十
五
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業
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に
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農
業
振
興
地
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お
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定
す
る
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同
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第
五
項
の
規
定
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よ
り
告
示

す
る
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青
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造
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産
部
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村
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指
定
番
号

種
別

名

称

発
行
者

(

製

作
者)

名

該
当
条
項

�����
書
籍

恋
愛
美
人
ｉ
ｆ

四
月
号

一
九
六
一
五
―
〇
四

セ
ブ
ン
新
社

青
森
県
青
少
年

健
全
育
成
条
例

第
十
二
条
第
一

項
第
一
号
該
当

�����

恋
愛
宣
言
Ｐ
Ｉ
Ｎ
Ｋ
Ｙ

Ｖ
Ｏ
Ｌ.

六

一
五
一
六
六
―
〇
六

秋
水
社

�����

恋
愛
熱
情
ラ
ブ
パ
ッ
シ
ョ
ン

五
月
号

〇
九
六
五
七
―
〇
五

一
水
社

����	

絶
対
恋
愛
Ｓ
Ｗ
Ｅ
Ｅ
Ｔ

五
月
号

一
五
五
五
七
―
〇
五

笠
倉
出
版
社

�����

恋
愛
天
国
パ
ラ
ダ
イ
ス

五
月
号

〇
九
六
七
五
―
五

竹
書
房

地
域
名

区

域

南
部
町
の
区
域
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
区
域
を
除
く
区
域

１

大
字
沖
田
面
字
南
古
館
、
字
土
城
後
、
字
塚
ノ
越
、
字
土
城
前
、
字
外
又
、

字
門
前
下
、
字
上
村
及
び
字
門
前
の
区
域

�
�
�
�
�
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(
｢

次
の
図
面｣

は
、
省
略
す
る
。)

青
森
県
告
示
第
四
百
二
十
六
号

昭
和
四
十
六
年
十
二
月
二
十
五
日
青
森
県
告
示
第
千
十
九
号

(

農
業
振
興
地
域
の
指
定)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
三
年
五
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

表
の
６
南
部
地
域
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

表
の
13
名
川
地
域
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

表
の
16
福
地
地
域
の
項
を
削
る
。

青
森
県
告
示
第
四
百
二
十
七
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
六
月
八
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部

道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
五
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
百
二
十
八
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
六
月
八
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部

道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
五
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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南
部
地
域

２

大
字
大
向
字
中
居
構
、
字
飛
鳥
、
字
下
タ
構
、
字
湧
口
、
字
小
波
田
、
字

経
ケ
森
、
字
田
ノ
上
、
字
泉
山
道
、
字
勘
吉
及
び
字
森
合
の
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３
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字
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向
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田
ノ
尻
、
字
船
場
平
、
字
明
土
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字
後
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字
後
渡
、
字
佐

野
平
及
び
字
上
野
の
区
域
の
う
ち
、
次
の
図
面
の
赤
色
で
着
色
し
た
部
分
の

区
域

４

大
字
大
向
、
大
字
高
瀬
、
大
字
法
光
寺
、
大
字
鳥
舌
内
及
び
大
字
鳥
谷
の

区
域
の
う
ち
、
標
高
二
五
〇
メ
ー
ト
ル
以
上
の
区
域

６
削
除

13
削
除

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始

の

期

日

１ 図
面
番
号

県

道

道
路
の

種

類

石
無
坂
鹿
田

線 路
線
名

三
戸
郡
新
郷
村
大
字
戸
来
字
馬
場
野
二
三
の
一
か
ら

三
戸
郡
新
郷
村
大
字
戸
来
字
馬
場
野
二
一
ま
で

変

更

の

区

間

後 前
変
更
の

前
後
別

六
・
四
四
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
一
・
五
八
メ
ー
ト
ル
ま
で

五
・
五
四
メ
ー
ト
ル
か
ら

九
・
五
七
メ
ー
ト
ル
ま
で

敷

地

の

幅

員

四
一
・
四
五
メ
ー
ト
ル

四
一
・
四
五
メ
ー
ト
ル

敷

地

の

延

長

備
考
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公

告

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
三
年
五
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

末
広
建
築
工
務
店

二

氏
名

工
藤

真
由
美

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
乳
井
字
大
清
水
一
六
の
一
三

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
八)

第
一
五
四
一
五
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
三
年
三
月
二
十
六
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出

に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
市
浦

土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
五
日
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
三
年
五
月
九
日

西
北
地
域
県
民
局
長

石

岡

博

文

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
号

次
の
政
治
団
体
は
、
政
治
資
金
規
正
法

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
七
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
以
降
、
政
治
活
動

(

選
挙
運
動
を
含
む
。)

の
た
め

に
寄
附
を
受
け
、
又
は
支
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
団
体
と
な
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
三
年
五
月
九
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

政
党
以
外
の
政
治
団
体
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県
道
石
無
坂
鹿
田

線

三
戸
郡
新
郷
村
大
字
戸
来
字
馬
場
野
二
三
の
一
か
ら

三
戸
郡
新
郷
村
大
字
戸
来
字
馬
場
野
二
一
ま
で

平
成
��

･

�･

�

政
治
団
体
の

名

称

代
表
者

氏

名

会
計
責
任

者
氏
名

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

大
関
正
光
後
援
会

大
関

夜
恵
子

五
十
嵐

新

上
北
郡
六
ヶ
所
村
大
字
泊
字
焼
山

一

工
藤
久
夫
後
援
会

工
藤

久
夫

工
藤

広
治

三
戸
郡
南
部
町
大
字
福
田
字
町
中

四

政
経
調
査
会
フ
ォ
ー

ラ
ム
21

松
森

俊
逸

斉
藤

晃
一

北
津
軽
郡
板
柳
町
大
字
福
野
田
字

実
田
四
五
の
一
〇

正
進
会

大
関

夜
恵
子

五
十
嵐

新

上
北
郡
六
ヶ
所
村
大
字
泊
字
焼
山

一

中
嶋
康
夫
後
援
会

福
岡

貞
吉

中
嶋

絹
代

む
つ
市
大
畑
町
新
町
七
九

羽
柴
秀
吉
後
援
会

山
本

晴
美

白
川

豊
則

三
戸
郡
田
子
町
大
字
田
子
字
土
橋

道
ノ
上
二
七
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(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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ま
つ
も
り
俊
逸
を
励

ま
す
会

坂
本

豊
昭

斉
藤

晃
一

北
津
軽
郡
板
柳
町
大
字
福
野
田
字

実
田
四
五
の
一
〇

松
山
明
後
援
会

佐
々
木
秀
太
郎

佐
々
木

正
良

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
沖
字
岡
田

三
〇
二
の
一

り
ん
ご
オ
フ
ィ
ス
い

た
や
な
ぎ

斉
藤

晃
一

松
森

栄
悦

北
津
軽
郡
板
柳
町
大
字
福
野
田
字

実
田
四
五
の
一
〇


